
２０２３年９月２９日 

お客さま 各位 

四国労働金庫 

 

「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」はがきの郵送について 

 

全国の労働金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁「マネー・

ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」にもとづき、お取引のあるお

客さまに「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」を郵送し、お客さまに関する情報や

お取引の目的等を定期的に確認させていただいております。 

 

案内を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数ではございますが、案内文に記

載のお手続き期限までにご対応をお願いいたします。 

 

労働金庫では、お客さまに安心してご利用いただける金融サービスの提供に努めてまい

りますので、ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申しあげます。 

 

 
 

【差出人】 

労働金庫連合会 

 

以 上 


